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１．はじめに：問題意識および新潟県の位置

づけ

第 1 図に示す通り，新潟県では「順調」に
農地中間管理機構を介した農地集積が進行中
である。毎年 1,000haを超える農地が農地中
間管理機構より新規に転貸され，特に近年は
集積面積および新規面積ともに日本一となっ
ている。本稿では，新潟県における農地中間
管理機構を利用した農地集積の現状を整理し，
新潟県における担い手の展開状況を踏まえ，
今後の農地の利用主体のあり方について考察
したい。まず，農地集積の概況を見た後，い
くつかのケーススタディにより事業の成果と
課題を析出する。最後に，県段階における農
地中間管理機構の業務課題・
人員体制についても検討し，
その課題を明らかにする。

第１表に示すように，北陸
4 県の中において，新潟県農
業は，やや特殊な位置にある。
水田率やコメ依存については
共通するものの，生産数量が
多すぎて，全国（県外）に幅
広く売らねばならず（運賃他
の販売経費もかかる），また

コメの販売価格（相対価格）は高いものの，
土地改良費および水利費，支払地代が高いた
め，それらを除いた「実収益」としては必ず
しも高くない。直近の全国的なコメ価格低下
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第 1図 新潟県における農地中間管理機構の貸付面積 
資料：新潟県農林水産部資料（2022年） 
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傾向の中では，高価格帯であるだけに，むし
ろ（特に県外に）売りづらくなっている。圃
場整備は，富山県・福井県からみると立ち遅
れ 4 県中最下位であり，「効率的」な大規模
経営だけでは農地の維持・管理に支障がでか
ねない。担い手への農地集積は 6 割を超えた
が，集落営農主体の 2 県と比べると個別経営
が未だ大きな位置を占める。そのため集落に
おいて農家が相対的には多く「残存」してい
るものの，稲作の（将来的）収益低下のもと
で農家数は減少しており，総じて営農意欲は
担い手・非担い手を問わず低下しつつあると
思われる。筆者が農村を歩く中でも，高齢化
とともに，機械が壊れたらこれ以上の更新は
せずに引退するとか，家族から相続までには
農地を手放せと圧力をかけられる等の声を聴
く。

つまり，一見「順調な」新潟県における担
い手への農地集積は，コメ依存体質が抜けな
いまま稲作の収益性低下による「農地投げ出
し」「生産力低下」が背景にあり，必ずしも
地域農業の維持・発展にとって好ましい状況
の下で起こっていない可能性を有する。担い
手側には，「順調」に農地が集まり，行政（市
町村）による小作料引き下げ誘導（村上市）
などもあり，農地賃借料は低下傾向にあるが，
それでも引き受けきれない，あるいは（通作
等）条件の悪い農地は引き受けない例も出始
めている（詳しくは〔1〕）。ただ，担い手に
農地を集めるだけで良いのか，あるいは，農
地集積の拡大を良しとすべきか慎重な判断の
下で展開を見ていく必要があろう。

他方，前出第 1 図の通り，離農・営農意
欲低下と伴に，農地集積が進み，農地中間管

理事業の利用実績は一定のペースを維持す
る。各年の利用実績は，1,830ha（2014 年度・
全国6位）4,021ha（2015年度・全国4位）と，
当初は「出遅れ」感があったものの，その後
は，累積面積および新地面積ともに全国 1 位
となる。広い県土の中の集積面積をかき集め
れば，自動的に大きな数値となる側面も確か
にあろうが，この間の農地中間管理機構（新
潟県の場合，新潟県農林公社）をはじめとす
る県機関および現場市町村段階における関係
者の努力のたまものでもあろう。担い手への
集積面積のうち機構を介した集積の割合＝い
わゆる機構の寄与度も 2020 年度は 25％とな
り，これについても全国 6 位と高率になった。

２．市町村別の農地集積および農地中間管理

機構の利用状況

上記のごとく，相対的には，順調に取り組
みの進む農地中間管理事業であるが，その展
開は県内での地域差を伴う。第 2 図に示す
ように，この間，最も実績を上げた聖籠町で
は，農地中間管理機構の利用面積が管内耕地
面積の 48％（5 年前は 25％に過ぎなかった）
に及び，結果として担い手への農地集積割合
は，農水省の目標（80％）を上回る 87％に
達する。他方，湯沢町や糸魚川市などほとん
ど動かない市町村も存在し，市町村間の進展
スピードは多様である。津南町や田上町，胎
内市など元々担い手への集積割合が高かった
市町村のうちのいくつかは，農地集積の際の
農地中間管理機構の存在感は相対的に高くな
い。佐渡市や糸魚川市，十日町市など，これ
まで農地集積の動きが低調だった市町村で一
定の農地集積が進み，そこでは農地中間管理
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機構の利用が進展しているのも特筆される。
これら市町村では，もともと高齢化が進展し，
リタイア予備軍が蓄積されていたところに，
経営転換協力金がはまって，一気に実績が上
がったとのことである。以下では，各地にお
ける展開状況についてケーススタディにより
確認しよう。

３．新発田市におけるプラン策定・実行の事

例

(1) 中学校区単位でのプラン策定・実質化

第 2 図において新発田市は右上に位置し，
この間最も担い手への農地集積が進み，かつ
農地中間管理機構の利用が進んだ地域類型に
属する。この地域は，新潟県内で，この間，
最も圃場整備事業が進展した（これまで遅れ
てきた）地域である。その意味ではタイミン
グが良かった側面を持つが，土地改良事業の
進展にあわせ，地域農業再編への機運，人・
農地プランの策定・実質化が大きく進んだ地

域である。
人・農地プランの実質化に

あたっては，市内を 11 地区
（市内中学校数 10 なのでほぼ
中学校区を範囲とした）に分
け，それぞれの地区を担当す
る農業委員を決め，市役所

（農業委員会事務局）がその
下で事務局機能を担い，各地
区において「〇〇地区人・農
地プラン策定検討委員会」が
組 織 化 さ れ た。 普 及 セ ン
ター・農協・土地改良区など
関係機関も関与し，男性農業

者だけでなく多様な選出母体からなる検討委
員が主体的にプラン作成に関わった。委員の
構成は，農協（市内 1 農協）や土地改良区

（市内 5 土地改良区）など農業諸団体の地区
担当役員，農家組合長や担い手農家・集落代
表（非農家の場合も）・直売所の運営や六次
産業化を担う女性農業者など各地区で実情に
あわせて，いわゆる「農地の出し手と受け手」
だけでない多様な担い手を選任した点が特筆
される。

(2)A 地区「有機の里構想」の下での実践

なかでもプランづくりが先行したA地区
では，もともと畜産堆肥および集落汚泥処理
のための有機資源センター誘致とそれに伴う
新発田市「食の循環によるまちづくり」構想

（第３図参照）のモデル地区に位置付けられ，
いわば，人・農地プランの上位計画が存在し
ていた。モデル地区としての構想（グランド
デザイン）は，①圃場整備事業に伴う水田
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を活用した，文化財・空き家利用，集落活動
の充実化等々，書ききれない程の営農・地域
づくり計画が策定・実行されつつある。まさ
に単なる人・農地プランだけではない上位計
画が地域内合意として存在する。

(3) 多くの構成員が幅広い合意を担う

上位計画の策定・実行を担うのは，（旧）
中学校区内の集落の構成員が多く集う「有機
の里交流センター運営協議会」である。人・
農地プラン策定にあたっては，まず自治会長
を筆頭に，有機の里交流センター運営協議会
の委員とほぼ重なるメンバーで構成された

「地域ビジョン会議」を立ち上げ，そこでの
説明会・議論を経た後に，その中から実働を
担うための農業委員や元市役所農政担当者な
どを含む比較的少数の「人・農地プラン策定
委員」を選任し，そこで作成されたプラン案
を地域ビジョン会議の総会で認めるという丁
寧な手順を踏むことで，地域合意と実効性を
担保した。
「縁の下の力持ち」として，地域ビジョン

会議の立ち上げに至る水面下のプロセスを
担ったのは市の農業委員会担当者である。と
はいえ，現役の市役所職員が担ったのは，日
程管理や進行管理を事務局として担ったに過
ぎない。各委員の役割分担やその狙いについ
て町内会長・農業委員らとともに下打ち合わ
せ・検討の上，選出にあたって各委員への個
別の説明・説得を行い，あらためて会議を招
集し・委員を委嘱し，また，その一部を人・
農地プラン策定委員として切り出す大仕事は，
有機の里交流センター運営協議会の役員数名
であった。地区を担当する農業委員は自身も

（水稲）作の担い手組織（法人）づくり，②
整備後に展開する個人農家・法人が一同に集
い農地の集約・利用再調整するための場づく
り，③担い手組織の運営および組織参加者の
協力体制の検討，④古くから産地化・ブラン
ド化されてきた「○○野菜（ヤマノイモ等集
落名を冠した）」の経営継承・技術伝承，⑤
担い手組織の生産を水稲・転作大豆等（単な
る大型機械導入による水稲作の効率化に止ま
らず，減農薬減化学肥料栽培・有機栽培によ
る付加価値販売への転換）に限定しつつ，
個々人で行ってきた，これらの水田作を組織
に集約させることで「浮いた」労働力を集約
野菜に振り向ける，⑥野菜作の多品目化・新
規作目導入と有機資源センターの堆肥活用に
よる付加価値（有機）化，⑦女性を中心とし
た野菜の直売所運営および圃場整備の共同減
歩を活用した市民農園の開設・利用者の交流
人口化・直売所への参加呼びかけ，⑧農地中
間管理事業に乗せることで受けられる協力金

農地中間管理機構の存在感は相対的に高くない。

佐渡市や糸魚川市，十日町市など，これまで農地

集積の動きが低調だった市町村で一定の農地集積

が進み，そこでは農地中間管理機構の利用が進展

しているのも特筆される。これら市町村では，も

ともと高齢化が進展し，リタイア予備軍が蓄積さ

れていたところに，経営転換協力金がはまって，

一気に実績が上がったとのことである。以下で

は，各地における展開状況についてケース・スタ

ディにより確認しよう。 

 

３．新発田市におけるプラン策定・実行の事例

中学校区単位でのプラン策定・実質化

第 2図において新発田市は右上に位置し，こ

の間最も担い手への農地集積が進み，かつ農地中

間管理機構の利用が進んだ地域類型に属する。こ

の地域は，新潟県内で，この間，最も圃場整備事

業が進展した（これまで遅れてきた）地域であ

る。その意味ではタイミングが良かった側面を持

つが，土地改良事業の進展にあわせ，地域農業再

編への機運，人・農地プランの策定・実質化が大

きく進んだ地域である。 

人・農地プランの実質化にあたっては，市内を

11地区（市内中学校数10なのでほぼ中学校区を

範囲とした）に分け，それぞれの地区を担当する

農業委員を決め，市役所（農業委員会事務局）が

その下で事務局機能を担い，各地区において「〇

〇地区人・農地プラン策定検討委員会」が組織化

された。普及センター・農協・土地改良区など関

係機関も関与し，男性農業者だけでなく多様な選

出母体からなる検討委員が主体的にプラン作成に

関わった。委員の構成は，農協（市内1農協）

や土地改良区（市内 5土地改良区）など農業諸

団体の地区担当役員，農家組合長や担い手農家・

集落代表（非農家の場合も）・直売所の運営や六

次産業化を担う女性農業者など各地区で実情にあ

わせて，いわゆる「農地の出し手と受け手」だけ

でない多様な担い手を選任した点が特筆される。 

地区「有機の里構想」の下での実践

なかでもプランづくりが先行したA地区で

は，もともと畜産堆肥および集落汚泥処理のため

の有機資源センター誘致とそれに伴う新発田市

「食の循環によるまちづくり」構想（図３参照）

のモデル地区に位置付けられ，いわば，人・農地

プランの上位計画が存在していた。モデル地区と

しての構想（グランドデザイン）は，①圃場整備

事業に伴う水田（水稲）作の担い手組織（法人）

づくり，②整備後に展開する個人農家・法人が一

同に集い農地の集約・利用再調整するための場づ

くり，③担い手組織の運営および組織参加者の協

力体制の検討，④古くから産地化・ブランド化さ

れてきた「米倉野菜（ヤマノイモ等）」の経営継

承・技術伝承，⑤担い手組織の生産を水稲・転作

大豆等（単なる大型機械導入による水稲作の効率

化に止まらず，減農薬減化学肥料栽培・有機栽培

 
第 3図 A集落における農地利用再編計画 

資料：A集落「有機の里交流センター構想」2012年 
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担い手の一人であって，やり方を間違うと，
自身の利益誘導と捉えられかねないため前面
には出にくい場合がある。

農業委員会事務局や農業委員は，むしろ関
係農業諸団体との調整やA地区での話し合
い・合意形成手法を他地区に（少しでも）横
展開する際の情報発信など，公正・公的な立
場にある行政だからこその汗かきが，地なら
しとして地域の動きを作っていった面が強い。

(4) 担い手の明確化と組織への参加結集

人・農地プランに基づき，新たに立ち上
がった地区内兼業農家層を束ねた担い手組織
である農事組合法人「A村」は，地区内（隣
接集落にも一部かかる）110haを担う「ぐる
み型」集落営農組織（地区内の元販売農家
41 戸に対し，構成員 59 名が参加）として展
開する。それ以外に 19haおよび 7ha，6haの
個別農家 3 戸，40ha規模の有志型（3 名）法
人を合わせた 5 経営体が，人・農地プランに
おいて将来の中心となる担い手として明確化
された。5 経営体を合計すると，農地集積率
は 75％に達する。法人立ち上げにあたって
は，県単事業の活用により大型機械体系の導
入に半額補助が得られた。担当の普及員が専
任で張り付き，多岐にわたる市の「食の循環
によるまちづくり」モデル事業を，県の農業
補助事業に落とし込むための補助申請・担い
手法人の経営計画として描くために，普及員
が地域に入り込んでヒアリング調査・地域座
談会を何度も開催し，地域とともに案を練り
上げた成果である。法人化以前の各農家の経
営状況（機械コスト負担による赤字体質の見
える化）および法人化後の経営改善のシミュ

レーションが示され，法人への土地集積・法
人への各農家の参加に弾みがついた。
「A村」では，基幹作業は役員＋作業オペ

レーターが従事するが，日常の管理作業や基
幹作業の補助には全戸が出役する。作業オペ
レーターの作業料・日常管理の作業料・役員
への支払いは，全て同単価であり，従事分量
配当制による「出役時間」を基にした事後的
時間割払い制である。構成員に幅広く労賃

（平均ひとり 40 時間／月分）を支払うことを
最重視した経営方針のもと，なるべく多くの
参加を呼びかけ，構成員の繋ぎとめをはかる。
平日には代表プラス数名の高齢者がローテー
ションで出役し，土日は若手サラリーマン層
も積極的に参加する。組織化以前は各農家単
位で稲作収支は「赤字」であったが，それで
も「家族総出」での農作業であった。組織化
後は，大型機械による作業効率向上により，
各世帯では，1 名（父）が出役すれば，それ
以外の家族構成員の手が空き，さらには，出
役すれば一定の作業料が支払われ，また組織
に貸した農地からは地代が分配されるように
なった。組織・集落の結束は以前より強まっ
たという。

(5) 女性や若者など新たな農業・農村の担い手

「有機の里」構想のもと集落内には，直売
所・味噌やソバ等の加工品・都市部からの市
民農園顧客の受け入れ・山菜やアスパラ・イ
チゴ・その他伝統野菜（ヤマノイモ他）や古
民家（交流センター）での季節のお膳料理提
供・酒米生産を活かした地元酒造業者と連携
したオリジナル日本酒開発など多様な動きが
始まっている。これらの小規模園芸作，和
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牛・交雑種を生産する畜産農家，もともと非
農家世帯であったが惣菜等の出品による直売
所への参加を契機に農地利用を開始する女性
など，「多様な経営体」が水稲作以外の分野
に挑戦し始めた。既存の取り組みの担い手が
高齢化するなかで，次世代担い手育成・継承
が意識的に進められている点が見逃せない。

人・農地プランの実質化は，すでに実行段
階にあったともいえるが，それでも当地区で
は，改めて農地出し手へのアンケートを行っ
た。各戸 1 名に止まらず，家族構成員に広く
聞くことで新たに見えてきた点もあった。女
性層の中でもいわゆる介護世代は，稲作の組
織化後も時間的ゆとりは少ないことが分かっ
た。これら世代は現行の園芸作や六次産業化
の担い手でもあるが，今後は縮小意向が強い。
他方，いわゆる子育て層は，今後の担い手と
して期待できる反面，上の世代の中に入りに
くかったり，報酬が後で決まる「従事分量配
当制」への抵抗感や，市中でのパート賃金を
超える賃金が最低条件との声があがってい
た。
「人・農地プランの実質化」を契機に，よ

り幅広い地域の農業・農村生活プランを検討
し，その下部計画として具体的な「人・農地
プラン」や農地中間管理機構事業を当てはめ
るという計画策定・実行体制は，他地区には
ない大がかりなものであった。単に農地を手
放すかどうかの意向調査にとどまらない，地
域の声を拾うことは，真の意味で人・農地の
今後を展望する足がかりになりうる。プラン
策定をひとつの契機として，一定の地域合意
が形成され，その後の地域農業再編・発展に
繋げるためには，このような「上部計画」と

その策定を多くの関係者が楽しみながら実質
化し，現場での実行部隊が疲弊せず，主体的
に少しずつ力・知恵を出し合う協力体制づく
りが欠かせない。その主体性を育み，コー
ディネート役として機能した県の普及員や市
役所の農業委員会事務局，各農業団体が先走
りせず，地域の人の輪に入っていく姿勢を貫
けるかどうかも重要である。

(6) 周辺他地区への波及効果

Ａ集落内の 5 担い手以外に，それまで入り
作で法人事務所をA集落内におく隣接集落
の有志型大規模法人（60ha）B社の地元集落
における圃場整備（経営体育成基盤整備事
業）に伴い，同法人が地元集落でイチゴの施
設栽培を開始し，また水田作についても地元
集落で大幅な耕作面積拡大が実現したため，
Ａ集落内においては，耕作面積を減らすこと
となり，担い手間の農地交換・行政による追
認を経て，Ａ地区内の大規模個別経営への集
約が行われた。その影響は，玉突きで，集落
外に出作していた分の引き上げ希望へと繋が
り，それを契機に，河川上流のＣ生産組合

（28ha・水稲＋補助金で 2,200 万円）が新規
で立ち上がり，これまで動かなかった，さら
に上流での農地受け手の形成，集積・集約化
につながった。新発田市では，先行するモデ
ル集落・地区における主体的な合意形成・計
画づくりとその実行を基に，農地の受け手組
織の育成・農地利用再編を進め，それを玉突
き的に周辺地区にも広げていく，圃場整備や
県単独の担い手育成制度を活用し，多くの関
係機関等が関与して，地区全体の営農体制の
システム化を図ることで農地集積・中間管理
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事業実績の上積みを可能としてきた点に特徴
がみられる。

４．十日町市におけるプラン策定・実行の事例

(1) 旧市町村 1 プランの限界

次いで，どちらかといえば「動かない」地
域における「それでも少しずつ進む」農地中
間管理事業の動向を整理しよう。十日町市で
は，担い手への農地集積率が，35.1％（2014 年）
から 45.3％（2022 年）へと少しずつ高まっ
てきている。ただし地域格差が大きく，旧川
西町 77％，旧中里村 45％，旧十日町市
39％，旧松之山町 38％，旧松代町 15％の順
である。

十日町市は人・農地プランを５つの旧市町
村単位で作成している。その理由として市役
所の担当者は，2012 年に旧市町村単位での
人・農地プラン作成を選択したため，その土
台を引き継ぐ形で現在まで来ており，人・農
地プランの実質化においても，それを踏襲し
たとのことである（注：2022 年 9 月ヒアリ
ング調査）。作成の際には十日町市役所（本
庁）農林課職員が「中心経営体に位置付ける
担い手」等の対象者に対して依頼文や電話等
で地域での話し合いの参加の呼び掛けを行っ
たとのことであるが，実際に出向いての依頼
ができる関係性はなく，また（旧市町村役場
である）市役所の支所には，農業担当者がい
ない場合もあり，市役所内において地域との
パイプ自体が希薄化している。

各集落単位での人・農地プラン作成は理想
的ではあるとするものの，「計画を作成・実
行するには地元の協力が不可欠であり，すべ
ての集落が農地の維持管理に積極的ではなく，

農業の担い手がいない集落もあるため計画作
成が困難な集落が一定数出てしまう。その点
を考慮すると，全ての集落で計画を策定し，
定期的に農地の維持管理に関する話し合いを
持ち，実践することは困難であるため，むし
ろ旧市町村単位での話し合いや計画のバー
ジョンアップを図った方が地域を網羅できる
と考えた」とのことである。プランの実質化
にあたっても，実際には，旧市町村内または
集落内の話し合いにおいて農業者の参加を促
すことが難しかったとのことであり，理由と
しては，農業者で人・農地プランを知ってい
る人は少数であり，また将来的事項のため農
業者が直接的なメリットを感じることが出来
ないため，人・農地プラン作成の意義を理解
してもらえなかったことを挙げた。つまり
人・農地プランの実質化については，一部の
担い手等との話し合いは行われたものの，真
の意味での実質化に向けた地域での話し合い
を行う地域は少数であった。また農林課とし
て地域の農家に強く言うことは難しく，かと
いって地域が主体的に動ける訳でもないとの
ことである。それは本来，地域内の農業者が
主体的に将来の担い手を決めるべしとする制
度設計が，地域の実情とはそぐわない場合が
あることを示唆するといえる。

(2) 十日町市における担い手の状況

十日町市（2020 年農業センサス）の総農
家数は 3,845 戸で，このうち販売農家数は
2,607 戸に過ぎない。また販売農家数のうち
主業経営体数は 227 経営体（8.7％）・準主業
経営体数は 474 経営体（20.9％）である。経
営耕地規模別構成は，1ha未満が 1,508 経営
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体（56％），1ha〜 5haが 1,072（40％），5ha
以上は 125（6％）である。

2018 年に十日町市は，農業者に広くアン
ケート調査を行っている（4,975 名対象・回
答率 88.4％）。これによれば，回答者のうち
65 歳以上が担う経営耕地面積は 47％に達し，
そのうち 24％（575ha）は後継者不在である。
他方，拡大志向は 4％にとどまり，現状維持
が 57％，減少もしくは離農意向が 26％を占
める。人・農地プランにおける中心経営体の
農地集積意向は，十日町市全体でみれば計
527haと,それでも後継者不在農地よりは少
なく，旧十日町市では中心経営体の集積意向
218ha（に対して後継者不在農地 214ha），旧
川西町で同 91ha（に対して 90ha）と両者が
つり合い，旧中里村では同 178ha（に対して
59ha）と過小であるものの，旧松之山町で
は同 18ha（に対して 103haが後継者不在農
地），旧松代町では同 22ha（に対して 109ha）
と農地過多となっている。担い手への農地集
積だけでは，地域農業が維持できないのであ
る。

(3) 農業委員の奮闘とその限界

市役所の機能が脆弱化し，地域・集落にお
ける主体的な動きも見込めないケースが存在
する中で，孤軍奮闘するのが各地域を束ねる
農業委員である。十日町市農業委員会は，農
業委員が 24 名，農地最適化推進委員が 33 名，
合わせて 57 名が業務・活動を行っている。
十日町市の 5 つの地域ごとに 3 〜 5 名の農業
委員の担当が決められており，それぞれの担
当地域に対して，「農地等の利用の最適化推
進」つまり，担い手への農地利用の集積・集

約化，遊休農地の発生防止・解消，新規参入
の促進が課せられている。

各地域で活動する農業委員に対して，ヒア
リング調査を行った。第 2 表は，その要点
を抜粋したものである。これによると，まず，

（当たり前ではあるが）同一の旧市町村内に
おいて，農地集積が進む集落と進まない集落
が混在することを指摘できる。これは旧市町
村を一つの単位としていては見えづらい点で
あり，旧市町村の一部で一定の動きが生じて
いたとしても，それが広がりを持ちうるのか，
更には，進まない地域の存在が意識的・無意
識的に隠されることは，農地集積の全面化・
横展開を図る際の桎梏になることも危惧され
る。農地中間管理機構・制度との関係でいえ
ば，地域あるいは市役所（本庁）で真に実質
的な計画が策定できないところを「炙り出
す」ことが，その後の機構によるフォローや

「集積率 8 割」を目指す政策的上積みの議
論・検討に資するハズである。

2 点目として，これも当然ではあるが，農
地の引き受け手＝担い手が存在する，あるい
は，担い手が新たに形成されている地区では，
一定の前進が見られることである。紙幅の制
限もあり，個々の状況は詳述しないが，新潟
県で最も農地集積が進まない類型に属する十
日町市においても，それぞれの事情・条件に
合わせた創意工夫は既に始まっており，成果
を急ぐ政策論の下で「切って捨てる」には，
あまりにも惜しい。それら地域のペースに根
ざした展開・動きをじっくり支援し続ける制
度設計が求められるのではないか。他方で，
旧川西町・仙田を典型とする「一昔前の優良
事例」が，（組織化が早かったこともあり）
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次世代へのバトンパスが必ずしもうまく行か
ず，せっかく立ち上げた組織が担い手の高齢
化により今後の持続性に課題を生じている面
は否めない。「元気」が残っているために

「一つにまとまれない」のはある意味，悪い
ことではないが，地域の中で先頭を走ってい
た組織が息切れするというのは，周辺への影
響も含めて看過できない。課題先進地として，
何らかのテコ入れ・再工夫を関係者を総動員
して構築する必要があろう。

まずは，旧市町村内の重点地区から取り組
みを開始することは合理的であり，その意味
で旧市町村単位での人・農地プランは地域の
実態に合致している面もあるだろう。しかし
ながら，上記で指摘したように，より細かな
地域単位での具体的な動きを作っていくこと，
順番は後になったとしても，既存事例の再テ

コ入れや動かない地域への支援強化を進めて
いくための第 2 弾・第 3 弾の取り組みが求め
られよう。「進まない」地域にこそ制度的加
算が必要である。

５．新潟市におけるプラン策定・実行の事例

新潟市では，人・農地プランの策定の際，
実質的には，2 つのモデル地区を除いて，集
落・地区レベルの計画は作成されなかった。
プランは広大な市内を 6 地区（農業委員会数
に対応）に分けてそれぞれの状況に応じて大
枠を策定することに止まった。農業農村整備
事業においても用排水施設等のストック・マ
ネジメントや地盤沈下対策が優先される体質
もあり，面工事を伴う圃場整備は僅かであり，
圃場整備率は，この間 46％（2008 年）から
52％（2020 年）へ僅かに上昇したのみであ

 

農地集積が進んだ事例 理由

十日町・江道猿倉40代の兼業農家が仕事を辞め専業農化 圃場整備後の地域だった

十日町・馬場
集落営農組織がなかったが、法人立ち上げをしてそ
れに伴い人・農地プランの実質化を行った。

事務手続きに慣れている人（農協職員、役場職員）が
おり、補助金の手続きや文書作成ができ、人・農地プラ
ンを説明できたため。農業者も将来について考える人
がいたため。

川西・千手

もともと細かな集落単位で４つの機械利用組合があ
り、それが一つの法人となった。㈱千手を中心に、農
地中間管理機構も利用しながら集積し、中山間地域
直接支払交付金や、多面的機能支払を活用しなが
ら農地の維持・管理を行っている。

昭和50年代のほ場整備で30a区画のほ場となり、同時
期に機械利用組合ができたことにより、地主の多くは
機械・設備を所有しておらず、作業委託からスムーズ
に㈱千手への農地集積へとつながった。

松之山・上下川手集落内で新たに組織が立ち上がった 若手が数人いて集落内での活動がうまくいっている。

松之山・松里 建設会社の農業参入により集積が進んだ。 建設業の中に農業をする組織を創った。

中里・倉俣
高齢化により離農家が増加した。事前に担い手が情
報を共有した。

担い手同士が非公式の中で話し合いを重ねている。

農地集積が進まない事例 理由

十日町・山間部
そもそも会議に人が集まらない、集まっても話がまと
まらない。

条件の悪い地域での集積はなかなか進んでおらず、
まずは、基盤整備をしないと引き受け手が出ない。そ
のために地域に力が残っているうちに会議を重ねる必
要がある。

中里・重地
集積は始まっているが、個人農家で意欲のある若い
世代が多くいて集積に至っていない。

個人の農家の若い世代、高齢者の現役継続が考えら
れ、農地集積することが出来ない。

川西・仙田 これ以上の引き受けが困難 法人の構成員13名の平均が70歳代

第2表　十日町市農業委員への聞き取り調査の結果

資料：ヒアリング調査（2022）
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る。そのため，地域での集団的対応よりは，
個々の農地の出し手と受け手の個人的対応が
主流である。農業委員や農地利用最適化推進
委員は計 187 名おり，これらに加え市役所本
庁や各支所の職員による利用者掘り起し・
マッチングも行われているが，広大な農地面
積をカバーしきれているとは言えない。ただ
し，2つのモデル集落以外にも，自然発生的に，
あるいは農業委員等の声掛けにより，集落営
農の組織化が進展したところもあり，そこで
は比較的大きな面積が動いている。新潟市は，
全体で約 3 万haの農地を抱え，旧 14 市町村
は多様な農業構造・多様な担い手の賦存状況
にあり，そこでの農地集積・集約，農地中間
管理事業の利用パターンを端的に整理するこ
とは困難だし，ほとんど動きのない集落も多
く存在すると思われるが，あえて動きのある
部分をまとめれば，比較的豊富な「意欲のあ
る」経営体の存在と，他方で，平場地帯にお
いても進む耕作者の高齢化，担い手不足，集
落の空洞化のもとで，農地の流動化への内圧
は高まっており，この間の農地中間管理事業
の利用面積は，2,855haと県計の 22％を占め
る。第 3 表によれば，農地中
間管理事業への借り受け希望
者は，全体で 5,806haに上り，
4 年間の機構転貸し実績面積
の 2 倍を超える。うち個人が
68.7％を占めるが，農事組合
法人や（国家戦略特区の特例
法人を含む）株式会社等も多
く設立され，その農地集積意
欲は高い。いわゆる地元集落
周辺の農地への希望に止まる

「区内」希望者は個人および農事組合法人で
多いのに対し，企業では「含む区外」（区外
のみまたは区内と区外の両方）への借り受け
希望が多くなり，希望面積も大きくなる。国
家戦略特区の特例法人は，主に「新規」に計
上した（一部は「含む区外」に計上）が，国
家戦略特区の特例法人全てが土地利用型の展
開を図っている訳ではないにも関わらず，「新
規」による希望面積は平均 53.3haと他と比
べて大きくなっている。新潟市では，「旺盛
な」借り受け希望のもと，出し手からの農地
を「適切・公平」に配分することが課題と
なっている。これら国家戦略特区の特例法人
を含む新規法人に偏った「配分」となれば，
地域内に不満が高まりかねない。

二つのモデル地域での動きを若干付言する
と，まず北区のモデル集落では，集落農地
45haのうち 19haを集積済みであったＤ生産
組合を核として，周辺集落を含めた担い手間
の利用調整により，新たに 6haを集落内の農
地中間管理機構面積として積み増しした。Ｄ
生産組合は，稲作の経営耕地面積が 70ha，
それに加えトマトの施設栽培 2ha，葉物野菜
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面積計（ha） 割合（％） 平均（ha）

区内 1,758 3,988 68.7 2.3

含む区外 88 247 4.2 2.8

区内 31 380 6.6 12.3

含む区外 4 70 1.2 17.5

区内 53 489 8.4 9.2

含む区外 24 259 4.5 10.8

新規 7 373 6.4 53.3

計 － 1,965 5,806 100.0 3.0

個人

農事組合　　
法人

株式・有限
会社

資料：新潟県農林公社「農地中間管理事業応募者リスト」（2014～2017年）

第3表　新潟市における農地中間管理機構への借り手の希望状況

応募地域 応募件数
希望する農地面積
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2.4ha，モチ加工やコメ直売を行う大規模複
合経営である。元代表が地域の農業委員・農
協理事をつとめることもあり，地域の実情に
明るく，また，地域の多様な農家に配慮した
農地の利用再編を図ってきた。集落外への出
作は，もともと 50haに及んでいたが．これ
を単純に減らすのではなく，かなり広範囲か
つ分散していたものを集約（最大の連担団地
は 22haとなる）して，自組織の作業効率を
高めつつ，集落内外に存在する個人経営の担
い手に最大限配慮して彼らの農地集積・集約
を支援し，自組織の集落内での集約は集落西
部に集中させつつ 54％にとどめ，集落北西
隣の農地を明け渡して，その分南東隣の農地
を引き受ける。

江南区のモデル集落（上・中・下の集落連
合）では,人・農地プランの策定を契機とし
て，地区農地 150haのうち 25haを集積する
Ｅ生産組合（45ha＋作業受託 10ha）を核と
して，旧横越町管内の担い手間の連携・農地
利用調整が進み，新たに若手農業者による法
人化の検討も始まっている。農地中間管理事
業の利用は，担い手間の利用調整・集約化が
既に取り組まれているが，農地の出し手・集
積面積の拡大は，それらの結論が出てからの
予定とされている。地区内は，1980 年代後
半の工業団地造成時に農地売却をした農家の
大部分が代替地取得により規模拡大を伴って
出作を拡大したこともあり，市内でも最も耕
作者が多く残る地区のひとつであるが，それ
でも専業的な担い手農家はＥ生産組合を含め
20 〜 30 戸と少なく，将来の担い手層と目さ
れる若手は 10 名程度に減りつつある。Ｅ生
産組合が作業受託を含め 25ha以上の出作を

する一方で，近隣集落からの入作も 50ha程
度存在する。Ｅ生産組合は法人化当初（1988
年）の 18haから作業受託を含めれば 3 倍の
規模拡大を果たしているが，現代表が 60 歳
台となり，後進の育成も意識し，自らは含ま
ない 30 歳代の若手による「第 2 組合」を設
立し，それに自組織および他集落から入る周
辺農業法人等を含めた広域連携を将来構想と
する。旧横越町には，担い手農業経営体同士
の連携を図る協議会があり，農地の利用調整
のみでなく，作目の差異を利用した機械・労
働力の相互利用や直売所における販売品目充
実化のために品目を分担しあう等の取り組み
が行われてきた。また地区内においては，受
託農地の日常水管理を出し手（元）農家に再
委託するなど土地持ち非農家層の地域営農シ
ステムへの参加を維持する工夫を重ねてきて
おり，これら周辺農家への配慮が，これまで
の地元農家との信頼関係・規模拡大に繋がっ
てきた。更なる農地集積・集約にむけては，
それら地域のペースに合わせた施策展開・補
助メニューの充実化が求められる。

６．聖籠町におけるプラン策定・実行の事例

上記，十日町市と比較して，新潟県内の先
頭を走る聖籠町は，未合併市町村として，町
役場主導の「顔の見える関係」を武器にした
小規模自治体の強みが全面展開された事例と
いえる。

ただし，現段階に至ると，とにかく農地中
間管理事業に乗せることを第一とした制度対
応だけでいえば「やりきった感」が出てきて
おり，今後の伸びしろという面では，新たな
課題も生じ始めている。
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聖籠町の場合，小規模自治体ならではの役
場と地区や集落との密な関係性のもとで，圃
場整備や農業振興を進め，農地集積・集約化
を図ってきた。「聖籠町食料・農業・農村基
本計画」（2014 年・2019 年改訂）では，（農
業の）あるべき姿・将来像を設定し，5 年後
の作目構成や担い手の構成，更には活用する
予定の補助事業などについて数値目標とその
ための町の独自施策をその振興体制とともに
明記している。そのための手段として，まず
は初期の人・農地プラン策定段階において丁
寧・詳細に作り上げたプランを定期的にバー
ジョンアップしており，農地中間管理事業へ
あらゆる農地を当てはめるという方針が貫か
れてきた。第 4 表に示すように，農地中間
管理機構の利活用方針は，多くの町内地区で

徹底されており，「出し手・受け手に関わらず，
原則として農地を機構に貸し付け」「水田に
ついては，ほぼ全て機構へ貸付済。その他

（樹園地等）も原則機構貸付」とされている。
他方で，地域農業の高齢化・後継者不足は，

機構への集積だけでは解決せず,将来もしく
は現状既に，担い手不足や既存法人等による
農地引き受けの限界，耕作放棄地の増加や

「小規模・新規就農者の受け入れに対応でき
るような小規模な農地も残していく必要」な
どが生じ始めている。多くの地区において，
一定割合の 70 歳以上の耕作面積が存在し，
そのうちの多くが後継者不在であるが，担い
手層の引き受け意向は低く，既に限界まで引
き受けていてこれ以上の余力がない地域が多
い。担い手以外あるいは地域外からの入り

年・2019年改訂）では，（農業の）あるべき姿・

将来像を設定し，5年後の作目構成や担い手の構
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が，担い手層の引き受け意向は低く，既に限界ま

で引き受けていてこれ以上の余力がない地域が多

い。担い手以外あるいは地域外からの入り作・新

規就農に期待する状況が広がりつつある。国の政

策意図を先取りしたかの「優良事例」において，

進み過ぎた担い手への農地集積のなれの果てが，

必ずしも順風満帆とはならないことを示唆する。 

７．新潟県における農地中間管理機構の業務とそ

の機能

新潟県では，農地中間管理機構として，新潟県

農林公社が，その任を担当する。人員体制は，県

職員出身の公社理事長および担当次長，それに県

 

70以上面積
（ha）

うち後継者なし
（ha）

中心経営体の引
受け意向（ha）

農地中間管理機構の活用方針 地域の課題

道賀新田 25.6 16.2 0
出し手・受け手に関わらず、原則と
して農地を機構 に全て貸し付け

地域農業の将来の在り方について継続的な話し合いを
行ってき ておらず、地区の合意形成が取れていない

丸潟 3.2 2.1 0
地区内の水田については、ほぼ全
て機構へ貸付済

集落内法人への集積も進んでいるが、 小規模・新規就
農者の受け入れに対応できるような小規模な農地も残し
ていく必要

真野 14.7 10.6 0 同上 ほ場整備が未実施・仮同意・採択待ち

桃山山倉 18.9 10.0 1.3
出し手・受け手に関わらず、原則と
して農地を機構に貸し付け

耕作放棄地の解消 ・高齢化 ・新規就農者の育成

大夫諏訪山 44.0 24.7 0.9 同上 畑、樹園地の後継者がなかなか見つからない。

三賀用水 28.5 22.4 0
地区内の水田については、ほぼ全
て機構へ貸付済。その他も原則機
構貸付

既存法人の農地受入に余裕がなくなってきている。既存
法人の後継者難。地区内の農業者だけでなく、町内法
人同士連携して入り作の受け入れ体制を考えていく必
要がある。

蓮野逆川 49.7 37.5 8.9
営農が困難となった方のあっせん
や農地バンクを活用し、中心経営
体 への貸付を推進

中心経営体が樹園地を引き継ぐ際に条件が悪い。急に
耕作を辞める方が多く、受け手も準備が必要なため、農
地が荒廃前に意思表示をしてもらいたい。

大夫興野藤寄 69.4 41.2 11.8
出し手・受け手に関わらず、原則と
して農地を機構 に貸し付け

畑の担い手が不足。10年後、リタイア者が急増。

蓮潟 45.6 39.5 1.2
地区内の水田については、ほぼ全
て機構へ貸付済。その他も原則機
構貸付

高齢化、後継者不足が進んでおり、将来の担い手不足
が懸念

亀代 62.5 52.5 0
営農が困難となった方のあっせん
や農地バンクを活用し、中心経営
体 への貸付を推進

高齢化により、生産組合単独での維持管理業務の先が
見通せない

第4表　聖籠町における人・農地プランの実質化

資料：聖籠町人・農地プラン（2022.4更新）
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作・新規就農に期待する状況が広がりつつあ
る。国の政策意図を先取りしたかの「優良事
例」において，進み過ぎた担い手への農地集
積のなれの果てが，必ずしも順風満帆とはな
らないことを示唆する。

７．新潟県における農地中間管理機構の業務

とその機能

新潟県では，農地中間管理機構として，新
潟県農林公社が，その任を担当する。人員体
制は，県職員出身の公社理事長および担当次
長，それに県庁と農協からの現役出向者各 2
名および機構で採用した正職員 2 名とパート
各 1 名の計 9 名体制となっており，人的資源
は全国的に見ても極めて限られる。主な業務
は，①制度の周知および利用呼びかけ（周知），
②業務委託の締結・発注（委託），③申請書
類の確認・処理（受付），④契約締結・台帳
化・情報取りまとめ（契約及び情報整理），
⑤その他必要な業務とされる。

直接，現場に出向いての農地の貸借契約を
行うことは困難なため，多くの業務を市町村

（市町村農業再生協議会）や農業団体に委託
し，実際の手足となって動いてもらう必要が
ある（第 5 表）。年初より次年度に向けた市
町村等への業務委託の準備にかかり，各委託

先との交渉・業務内容の調整を行い，毎年 4
月に，委託契約を結ぶ。その際，業務の進行
を円滑化するため，また，制度に対する理解・
協力体制を実質化するため各市町村や農業団
体廻りを行い，担当者を集めた実務研修会な
どを併せて，制度の周知にかかる。市町村の
担当者が転任するなど以前に比べて農政に慣
れた職員が少なくなっており，周知業務は毎
年必須の業務となりつつある。各委託先にお
ける貸し付け・借り受け希望者の募集，応募，
契約内容の調整・確定，契約締結申請に一定
の時間がかかり，収穫期以降の年度後半から
契約手続き業務が本格化する。ただし契約申
請は，各地域での事情に合わせ，さみだれ式
に常時受け付けられるため，公社での受付・
契約業務も年間を通じて行われる。その都度，
契約内容の精査や情報整理を行いつつ，年明
けには次年度に向けての準備がまた始まる。
その他の業務として，近年増加しているのが，
経営不振により借り手からの小作料徴収が滞
る場合の集金業務（トラブル処理）だとい
う。困難な業務のため，委託先の市町村等で
は扱わない場合が多く，これについては，最
終的には機構スタッフが直接出向く他はない
が，集金のための特別の能力・促進制度など
手段が与えられている訳ではなく，多くの労
力（徒労を含む）がかかる場合があり，今後
の制度充実化にあたっての課題のひとつであ
ろう。

事業の利用促進や制度の有効活用による，
農地の集積・集約化を実質的に担うのは，手
足となる業務委託先の市町村や農業団体等で
あり，更には，その先の農業委員・農地利用
最適化推進委員や農業再生協議会委員，農協

庁とよび農協からの現役出向者各 2名および機

構で採用した正職員 2名とパート各1名の計9

名体制となっており，人的資源は全国的に見ても
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農業再生協議会）や農業団体に委託し，実際の手

足となって動いてもらう必要がある（第 5表）。
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準備にかかり，各委託先との交渉・業務内容の調
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社での受付・契約業務も年間を通じて行われる。

その都度，契約内容の精査や情報整理を行いつ

つ，年明けには次年度に向けての準備がまた始ま

る。その他の業務として，近年増加しているの

が，経営不振により借り手からの小作料徴収が滞

る場合の集金業務（トラブル処理）だという。困

難な業務のため，委託先の市町村等では扱わない

場合が多く，これについては，最終的には機構ス

タッフが直接出向く他はないが，集金のための特

別の能力・促進制度など手段が与えられている訳

ではなく，多くの労力（徒労を含む）がかかる場

合があり，今後の制度充実化にあたっての課題の

ひとつであろう。 

事業の利用促進や制度の有効活用による，農地

の集積・集約化を実質的に担うのは，手足となる

業務委託先の市町村や農業団体等であり，更に

は，その先の農業委員・農地利用最適化推進委員

や農業再生協議会委員，農協や公社・土地改良区

の役職員となる。委託先により，その委託業務内

容は多様であり，各機関における温度差もある。

市町村が主導する地域もあれば，公社や農協が前

面に出る地域もある。 

土地改良区の多くは，「農用地等の利用条件改

善の実施」（簡易な圃場整備等）を行うのみだ

が，佐渡市など（特に小さな土地改良区で）の一

部では，農地中間管理機構関連農地整備事業の採

択に向けて，制度利用者の掘り起こしや希望者へ

の相談・申請業務の支援までトータルに行う場合

があり，それら地域ではピンポイントで実績が上

がりやすいという。新発田市でも圃場整備計画の

策定に合わせ土地改良区が前面にたって圃場整備

後の農地利用計画（担い手のリスト化だけではな

く，各担い手の作目構成や営農計画までをもカバ

ーする）を策定し，更には，それらを束ねた産地
 

業務委託機関 業務委託契約数 備考（県内数）

市町村 21 29

農業再生協議会 6 29

市町村農業公社 6 －

JA 14 19

土地改良区 12 78

計 59 －

第5表　新潟県農林公社の業務委託先

資料：新潟県農林公社資料（2022）
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や公社・土地改良区の役職員となる。委託先
により，その委託業務内容は多様であり，各
機関における温度差もある。市町村が主導す
る地域もあれば，公社や農協が前面に出る地
域もある。

土地改良区の多くは，「農用地等の利用条
件改善の実施」（簡易な圃場整備等）を行う
のみだが，佐渡市など（特に小さな土地改良
区で）の一部では，農地中間管理機構関連農
地整備事業の採択に向けて，制度利用者の掘
り起こしや希望者への相談・申請業務の支援
までトータルに行う場合があり，それら地域
ではピンポイントで実績が上がりやすいとい
う。新発田市でも圃場整備計画の策定に合わ
せ土地改良区が前面にたって圃場整備後の農
地利用計画（担い手のリスト化だけではなく，
各担い手の作目構成や営農計画までをもカ
バーする）を策定し，更には，それらを束ね
た産地化の構想までまとめ上げる事例が出て
きている。これらの動きは，市町村や農協が
広域合併により，地域の実情に合わせた細や
かな対応・地域農業のコーディネート力が低
下する中で，相対的に「小さな」組織である
メリットを活かせる強みが発揮されていると
考えられる。反面で,これまで市町村や農協
が担ってきた地域農業の面的な支援・農地利
用再編に止まらない営農計画や産地振興計画
の策定が，広域合併した「大きな」組織にお
いてリアルに描けないジレンマ・矛盾が生ん
だ新たな動きともいえる。今後もこのような
動きは，土地改良区だけでなく，比較的「小
さな」自治体や未合併農協においては拡大さ
れていくものと考える。農地中間管理機構と
しては，土地改良区との連携による事業推進

の手法を構築するとともに，「大きく」なり
過ぎて，現場・地域が見えなくなりかねない
業務委託先との役割分担・連携の手法も構築
せねばなるまい。

また，各市町村段階において，どこが事業
推進・実務を主導的に担うかとともに，それ
ぞれの役割分担が明確な場合と互いの連携が
不足して不明確なまま業務委託が重複してい
る場合でも制度利用の円滑さには差が出てい
るようであり，地域内の事業ニーズのポテン
シャルとともに，事業運営体制の整理状況も
実績の規定・制約要因となりうるとのことで
ある。新潟県農林公社では，業務委託先を市
町村に限らず，地域の実情に合わせて公社や
農業団体等の多様な委託先を設定し，各組織
の重複を含めた多様な事業推進パターンでの
運営を行っており，これは他県にはあまり見
られない特徴でもある。地域の実情を反映す
る点では，効果的な方式であり，それは利用
実績が比較的順調にきていることに影響して
いる可能性はある。ただし，その分，機構ス
タッフは，それら多様な推進パターンに合わ
せた業務に追われ，直接現場に出て地域農業
を作れない「素人」を相手にしつづける矛盾
の下で，業務委託先と連携せねばならないと
すれば，事業成果は挙げにくい。委託先の市
町村や農業団体へのメリットが少ないことと
併せ，農地中間管理事業の推進体制整備・各
関連団体の連携体制の充実化は制度的課題で
ある。

加えて，制度改正や事業継続に従って，農
地中間管理機構自体の業務も拡大し，多忙化
が見込まれる（第 6 表）。農地中間管理制度
は開始後 10 年が経過し，今後，続々と契約
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の更新時期を迎える。契約が終了して，再度，
従前の農地所有者のもとに耕作が戻ることは
多く想定しえないとしても，担い手・農地の
引き受け手の淘汰・再編は今後増加すること
が見込まれており，契約の変更あるいは単な
る更新であっても契約内容をひとつひとつ確
認した上での契約継続が必要となる。転貸面
積が順調に増加してきた新潟県においては，
更新に伴う契約量増加に対応した体制整備が
求められる。更には，これまで農協系統が主
に担ってきた農地利用集積円滑化事業が，契
約終了とともに農地中間管理事業に移行・合
流することになっており，新潟県の場合，全
国一の農地利用集積円滑化事業が展開されて
きたこともあり，その移行業務は今後ピーク
を迎える。併せて，農地中間管理機構関連農
地整備事業は，地元負担（市町村および受益
農家の両方）が少なく，県がマニュアルを策
定し，その推進を図っていることもあり，今
後の事業希望地区の急増が見込まれる。これ
ら新たな業務負担をこなしながら，これまで
展開させてきた現場の諸機関への業務委託の
推進，経営不振を抱える担い手への小作料集
金業務（トラブル処理）業務などをこなさね
ばならない。人員体制の強化・機構の能力向
上が求められる状況である。

８．まとめに替えて

以上，見てきたように，新潟県における農
地中間管理事業の利用実績は，関係機関の努
力や連携のもと一定の成果を上げてきたとい
える。また，その展開により，担い手への農
地集積・集約化は，一定の成果を上げ，更に
は，これまで動きの少なかった地域を含めて，
一部に新たな芽がでてきている。ただし，か
つて担い手形成・集落営農の先進地だった地
域においても担い手の高齢化やこれ以上の集
積が進まない状況，また，相変わらず動かな
い一部地域が残っており，それぞれの地域で
の動きは錯綜し，また，多様である。更には，
先頭を走る「優良事例」においても，これま
でになかった新たな課題が生じており，今後
の展開は予断を許さない。

また，新潟県が他県に比べて，相対的に大
きな実績面積となった背景には，ひとつには
圃場整備の遅れと，その分，近年になって，
それが進展した地域での連動が可能となった
ことによるかさ上げ効果も見て取れる。ただ
し，それら新潟に特有な「条件」とともに，
農地集積・集約が実際に進んだ地域の現場で
は，受け手となる担い手層の地域への長年の
貢献・努力による信頼感の醸成，間に入って
汗をかく自治会や農家組合のリーダー層，農
業委員や農協役職員等の声かけ・調整機能，
市町村の担当者のやる気など，各段階・各組
織・団体の主体的努力や連携が欠かせなかっ

化の構想までまとめ上げる事例が出てきている。

これらの動きは，市町村や農協が広域合併によ

り，地域の実情に合わせた細やかな対応・地域農

業のコーディネート力が低下する中で，相対的に

「小さな」組織であるメリットを活かせる強みが

発揮されていると考えられる。反面で,これまで

市町村や農協が担ってきた地域農業の面的な支

援・農地利用再編に止まらない営農計画や産地振

興計画の策定が，広域合併した「大きな」組織に

おいてリアルに描けないジレンマ・矛盾が生んだ

新たな動きともいえる。今後もこのような動き

は，土地改良区だけでなく，比較的「小さな」自

治体や未合併農協においては拡大されていくもの

と考える。農地中間管理機構としては，土地改良

区との連携による事業推進の手法を構築するとと

もに，「大きく」なり過ぎて，現場・地域が見え

なくなりかねない業務委託先との役割分担・連携

の手法も構築せねばなるまい。 

また，各市町村段階において，どこが事業推

進・実務を主導的に担うかとともに，それぞれの

役割分担が明確な場合と互いの連携が不足して不

明確なまま業務委託が重複している場合でも制度

利用の円滑さには差が出ているようであり，地域

内の事業ニーズのポテンシャルとともに，事業運

営体制の整理状況も実績の規定・制約要因となり

うるとのことである。新潟県農林公社では，業務

委託先を市町村に限らず，地域の実情に合わせて

公社や農業団体等の多様な委託先を設定し，各組

織の重複を含めた多様な事業推進パターンでの運

営を行っており，これは他県

にはあまり見られない特徴で

もある。地域の実情を反映す

る点では，効果的な方式であ

り，それは利用実績が比較的

順調にきていることに影響している可能性はあ

る。ただし，その分，機構スタッフは，それら多

様な推進パターンに合わせた業務に追われ，直接

現場に出て地域農業を作れない「素人」を相手に

しつづける矛盾の下で，業務委託先と連携せなば

ならないとすれば，事業成果は挙げにくい。委託

先の市町村や農業団体へのメリットが少ないこと

と併せ，農地中間管理事業の推進体制整備・各関

連団体の連携体制の充実化は制度的課題である。 

加えて，制度改正や事業継続に従って，農地中

間管理機構自体の業務も拡大し，多忙化が見込ま

れる（第 表）。農地中間管理制度は開始後10

年が経過し、今後，続々と契約の更新時期を迎え

る。契約が終了して，再度，従前の農地所有者の

もとに耕作が戻ることは多く想定しえないとして

も，担い手・農地の引き受け手の淘汰・再編は今

後増加することが見込まれており，契約の変更あ

るいは単なる更新であっても契約内容をひとつひ

とつ確認した上での契約継続が必要となる。転貸

面積が順調に増加してきた新潟県においては，更

新に伴う契約量増加に対応した体制整備が求めら

れる。更には，これまで農協系統が主に担ってき

た農地利用集積円滑化事業が，契約終了とともに

農地中間管理事業に移行・合流することになって

おり，新潟県の場合，全国一の農地利用集積円滑

化事業が展開されてきたこともあり，その移行業

務は今後ピークを迎える。併せて，農地中間管理

機構関連農地整備事業は，地元負担（市町村およ

び受益農家の両方）が少なく、県がマニュアルを

 

2023 24 25 26年

農地中間管理機構契約期間満了（ha） 47 1,655 4,080 3,852

農地中間管理機構関連農地整備事業（件数） 7 10 3 9

農地利用集積円滑化事業の契約終了（ha） 2,008 2,026 681 527

第6表　新潟県における農地中間管理機構関連事業の今後の見込み

資料：新潟県農林公社資料（2022）
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たことも確かであり，それが他県を上回る実
績に直結したかはともかく，総体として，（多
くの関係主体の連携の下で展開される）農地
中間管理機構システムとして一定の機能を果
たしたことが，数値的な実績としても表出し
ているものと考えられる。また，これら関係
者・機関等を広く巻き込みつつ，一定の整合
性をもって農地の流動化が展開しえたのは，
その前段となった人・農地プランの実質化

（策定・実行，またそれに向けての体制づく
り）が，一部地域で丁寧に行われてきたこと，
更には，その究極的な背景には，プランニン
グおよび実行を担保しうる力量・人的資源が，
それぞれの地区・集落で生産・再生産されて
きたからであろう。

新発田市の事例からは，核となるモデル地
区での取り組みを周辺に拡げていく可能性と
ともに，地区内では一定の農地集積・集約の
完成により，次の段階への準備（小規模層や
女性層を巻き込む新たな人的資源再生産策）
が必要なことが示唆された。十日町市の事例
からは，従来「動かなかった」地域において
も部分的に，積極的な取り組みが生まれてお
り，それを軌道に乗せつつ，未だ「動きの乏
しい」地域への波及・横展開を図っていく必
要性が示唆された。

新潟市の事例からは，平場地帯にあっても，
集落機能あるいは担い手間の連携を活かした
地域的にまとまりのある農地集積・集約の可
能性とともに，それが期待できない場合には，
農業委員・行政等による点と点をつなぐ膨大
なマッチング機能が必要であり，「白紙委任」
であるだけに，尚更，デリケートで公正な利
用調整が必要となることが示唆された。

聖籠町の事例からは，既に，農地集積・集
約が一定完成された地域における受け手が引
き受けきれない条件不利農地等の管理のあり
方や「小規模層の残存」が求められる新たな
状況も示唆された。農地集積・担い手形成の
取り組みが早かった地域ほど，それら担い手
の高齢化が進んでいる可能性があり，次世代
への継承支援もセットで考えるべき時期がき
ている。総じて，農地中間管理機構は，これ
までの様々な取り組みの延長上に，農地流動
化を上積みし，やり方によっては，より効果
的・合理的な農地集積・再配分ができるシス
テムといえよう。ただし，これのみで地域農
業の維持・発展を担保しうる万能薬ではなく，
むしろ，様々な施策・地域の動きとセットで
進めることが効果的な制度といえる。今後の
制度展開にあたっては，多様な地域の実情・
ペースに合わせた施策メニューの充実化が必
要であり，全国一律の基準や単価等では対応
しきれないのではないか。その点を補うとす
れば，その役割は，それぞれの地方行政（県
や市町村）であり，末端行政の協力メリット
や各県の農地中間管理機構の体制強化など国
による財政的支援を，更に充実化することが
求められる。
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